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告   示 

奈良市告示第 517号 

 奈良市財政状況の公表に関する条例（昭和 61年奈良市条例第 2号）の規定により、令和5年9月30日現在の本市

の財政状況及び令和 4年度の決算の状況を次のとおり公表する。 

 令和 5年12月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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（令和 5年12月1日掲示済） 
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奈良市告示第 518号 

 地方公営企業法（昭和 27年法律 191号）第40条の2第1条の規定により、令和5年4月 1日から令和5年9月30

日までの間における奈良市公営企業の業務状況を次のとおり公表する。 

 令和 5年12月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  
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（令和 5年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 519号  

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定し

たので、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第1号）第22条の2第2項の規定により告示する。 

令和5年12月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定納付受託者に納付させる歳入の種類  

指定納付受託者  指定納付受託者に納付させる歳入の種類  

大阪府大阪市浪速区湊町2-1-57 

株式会社産業経済新聞社 

メディア営業局長 神余 直行  

「奈良市心のふるさと応援寄附」に関する寄附金  

2 指定期間 

令和 5年12月1日から令和6年3月31日まで  

（令和 5年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 520号 

 国税徴収法（昭和 34年法律第 147号）第54条の規定に基づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべ

き者の住所等が不明のため送達することができないので、地方税法（昭和 25年法律第226号）第 20条の2第1項の

規定により、次のとおり公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、総務部滞納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があれば

いつでも交付する。 

 令和 5年12月1日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 送達をすべき文書 

 差押調書（謄本） 

2 送達を受けるべき者 

 省略 

（令和 5年12月1日掲示済） 

 

奈良市告示第 522号 

介護保険法（平成 9年法律第123号）第41条第1項及び第 53条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者及

び指定介護予防サービス事業者を指定したので、同法第 78条第 1号及び第 115条の 10第 1号の規定により公示す

る。 

令和 5年12月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和5年12月1日 

事業所番号 サービスの種類 
事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2970190423 

（介護予防）福祉用具

貸与 

特定（介護予防）福祉

用具販売 

合同会社訪問介護

みかん 

奈良県奈良市

藺生町 1813番

地の26 

ケアステーション

みかん 

奈良県奈良市

藺生町 1813番

地の26 

（令和 5年12月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 523号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 94条第 1項の規定により、介護老人保健施設の開設を許可したので、同
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法第104条の2第1号の規定により公示する。 

令和 5年12月4日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可年月日 令和5年12月1日 

事業所番号 サービスの種類 
事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2950189106 介護老人保健施設 医療法人清和会 

奈良県奈良市

南紀寺町五丁

目53-1 

介護老人保健施

設サンライフ学

園前 

奈良県奈良市

学園大和町五

丁目724-4 

（令和 5年12月4日掲示済） 

 

奈良市告示第 524号 

 奈良市建設工事等入札参加の資格等に関する要領を次のように定める。 

 令和 5年12月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

奈良市建設工事等入札参加の資格等に関する要領 

（趣旨） 

第1条 この要領は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号。以下「令」という。）第 167条の5第1項及び令

第167条の11第2項の規定に基づき、本市が発注する建設工事（建設業法（昭和24年法律第 100号）第2条第1

項に規定する工事をいう。以下同じ。）及び建設工事に係る測量、調査、設計等の業務（以下「建設工事等」とい

う。）の委託等に係る入札又は見積りに参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）、審査その他必

要な事項を定めるものとする。 

（入札参加資格） 

第2条 入札参加資格は、次のとおりとする。 

(1) 令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

(2) 奈良市税、所得税又は法人税、奈良市国民健康保険料並びに奈良市の水道料金及び下水道使用料の滞納がない

こと。 

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。 

① 健康保険法（大正11年法律第 70号）第3条第3項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第 48条

の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの 

② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第6条第1項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第

27条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの 

③ 雇用保険法（昭和49年法律第 116号）第5条第1項に規定する適用事業を行う事業主であって、同法第7

条の規定による被保険者となったことの届出を行っていないもの 

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。 

① 暴力団（奈良市暴力団排除条例（平成 24年奈良市条例第 24号。以下この号において「条例」という。）第 

2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（条例第 2条第4号に規定する暴力団員等 

をいう。以下同じ。） 

② 役員等が、暴力団員等であると認められる法人等 

③ 暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与している法人等 

④ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員等を利用している法人等 

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財

産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は

関与している法人等 

⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 

⑦ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法

人等 
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(5) 経営状態が著しく不健全であると認められないこと。 

(6) 次の表の左欄に掲げる建設工事等の種類に応じ、当該右欄に掲げる者であること。 

建設工事 

次のいずれにも該当する者 

1 建設業法第3条第1項の許可を受けていること。 

2 建設業法第27条の23の審査を受けていること。 

建設コンサルタント業

務 

建設コンサルタント登録規程（昭和 52年建設省告示第717号）第 2条の登録を受

けており、かつ、当該業務の営業実績を有する者 

地質調査業務 
地質調査業者登録規程（昭和 52年建設省告示第718号）第2条の登録を受けてお

り、かつ、当該業務の営業実績を有する者 

補償コンサルタント業

務 

補償コンサルタント登録規程（昭和 59年建設省告示第1341号）第2条の登録を

受けており、かつ、当該業務の営業実績を有する者 

測量業務 測量法（昭和 24年法律第188号）第55条の登録を受けている者 

建築設計業務 

次のいずれかに該当する者 

1 建築士法（昭和25年法律第 202号）の規定に基づき一級建築士事務所につい 

ての登録を受けている者 

2 建築士法施行規則（昭和25年建設省令第38号）の規定に基づき建築設備士に 

ついての登録を受けている者（以下「登録建築設備士」という。）及び登録建築 

設備士を有する者 

3 建築設備の設計業務の営業実績を有する者 

その他 市長が別に定める者 

（申請の期間） 

第3条 入札参加資格審査の申請の期間は、次のとおりとする。 

 (1) 定期申請 

① 市内業者（建設業法第3条第1項の本店を市内に有する者をいう。）及び準市内業者（同項の支店を市内に有

する者をいう。） 令和の偶数年の市長が別に定める期間 

② 市外業者（前号に掲げる者以外の者をいう。） 令和の奇数年の市長が別に定める期間 

 (2) 追加申請 定期申請の期間の属する年度の翌年度の市長が別に定める期間 

2 市長は、前項の申請期間を定めたときは、その旨を告示するものとする。 

（入札参加資格審査の申請） 

第4条 入札参加資格の審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、入札参加資格審査申請書に別に定

める書類を添えて市長に申請しなければならない。 

2 前条第1項第2号の追加申請をすることができる者は、新たに入札参加資格を受けようとする者及び入札参加資

格を有する者（以下「入札参加資格者」という。）であって現に入札参加資格を有する建設工事等以外の建設工事 

又は業務の追加をしようとする者に限る。 

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合においては、その内容を審査し、第 2条各号に掲げる入札参加資

格を有していると認めたときは、当該申請者を入札参加資格者とするものとする。 

4 市長は、入札参加資格審査の結果を、申請者に通知するものとする。 

5 前条第1項第1号の定期申請をした者は定期申請の期間の属する年度の翌年度の 4月1日から 2年間、同項第2

号の追加申請をした者は入札参加資格者となった日から直前の定期申請をした者の有効期間の末日までの期間、入

札参加資格を有する。ただし、市長が特に必要と認める場合には、入札参加資格の有効期間を変更することができ

る。 

 （変更届） 

第5条 入札参加資格審査者は、入札参加資格審査申請書又はその添付書類の記載事項に変更があったときは、直ち

にその旨を書面により市長に届け出なければならない。 

（資格の取消し） 
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第6条 市長は、入札参加資格者が第 2条の規定に該当しなくなったとき、又は不正の手段により入札参加資格を受

けたと認められるときは、入札参加資格を取り消すものとする。 

（雑則） 

第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要領は、令和 5年12月1日から施行する。 

（令和 5年12月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 525号 

 奈良市建設工事等入札参加の資格等に関する要領（令和 5年奈良市告示第 524号）第3条第 2項の規定により、入

札参加資格審査の申請の期間を定めたので、次のとおり告示する。 

 令和 5年12月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 定期申請及び追加申請の期間 

令和 6年1月4日から同月26日まで 

2 競争入札参加資格の有効期間 

（1）定期申請 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 

（2）追加申請 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 

（令和 5年12月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 526号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 21条の 5の 3第 1項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定（更

新）したので、同法第 21条の5の25第1号の規定に基づき告示する。 

令和 5年12月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定更新年月日 令和5年8月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2950171286 
株式会社

ゆい 
630-8141 

奈良県奈

良市南京

終町二丁

目1201-14 

ゆい 630-8141 

奈良県奈

良市南京

終町二丁

目1201-14 

児童発達支

援、放課後

等デイサー

ビス 

令和11年 

7月31日 

（令和 5年12月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 527号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第 29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定（更新）したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

令和 5年12月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定更新年月日 令和5年11月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910102702 

株式会社

シニアト

ータルサ

ポート 

630-8106 

奈良県奈

良市佐保

台西町31

番1号マ

キシム平 

やぐら訪

問介護 
630-8106 

奈良県奈

良市佐保

台西町31

番1号マ

キシム平 

居宅介護、

重度訪問介

護、同行援

護 

令和11年 

10月31日 
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城山202

号室 
  

城山202

号室 
  

（令和 5年12月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 528号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第 29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定（更新）したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

令和 5年12月5日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定更新年月日 令和5年10月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910100144 

株式会社

ライフエ

ール 

632-0001 

奈良県天

理市中之

庄町392-1 

株式会社

ライフエ

ール奈良

店 

631-0824 

奈良県奈

良市西大

寺南町17

番13号 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100151 
医療法人

岡谷会 
630-8325 

奈良県奈

良市西木

町200

番地 

岡谷会ホ

ームヘル

プステー

ション 

630-8325 

奈良県奈

良市西木

町200

番地 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100185 

社会医療

法人平和

会 

631-0818 

奈良県奈

良市西大

寺赤田町

一丁目7

番1号 

吉田病院

ホームヘ

ルプステ

ーション 

631-0818 

奈良県奈

良市西大

寺赤田町

一丁目7

番1号 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100235 

社会福祉

法人奈良

市社会福

祉協議会 

630-8454 

奈良県奈

良市杏町

79番地の

4 

社会福祉

法人奈良

市社会福

祉協議会

奈良事業

所 

632-0245 

奈良県奈

良市藺生

町1922番

地の8 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100284 

社会福祉

法人青葉

仁会 

630-2152 

奈良県奈

良市杣ノ

川町50-1 

あおはに

の家 
630-2152 

奈良県奈

良市杣ノ

川町50-1 

施設入所 

支援 

生活介護 

令和11年 

9月30日 

2910100342 

有限会社

ヤマキ代

務サービ

ス 

630-8341 

奈良県奈

良市南城

戸町28番

地 

ライフサ

ポート奈

良 

630-8141 

奈良県奈

良市南京

終町三丁

目397-2 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100409 

株式会社

ひまわり

の会 

631-0004 

奈良県奈

良市登美

ヶ丘二丁

目2番15

号 

ぽれぽれ

登美ヶ丘 
631-0004 

奈良県奈

良市登美

ヶ丘二丁

目2番15

号 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2920100417 

株式会社

ひまわり

の会 

631-0004 

奈良県奈

良市登美

ヶ丘二丁

目2番15 

ぽれぽれ

秋篠 
631-0004 

奈良県奈

良市秋篠

三和町一

丁目1番 

同行援護 
令和11年 

9月30日 
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   号   21号   

2910100441 

株式会社

まごころ

福祉 

631-0013 

奈良県奈

良市中山

町西四丁

目535-526 

まごころ

福祉中山

町事業所 

631-0013 

奈良県奈

良市中山

町西四丁

目535-526 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100482 
有限会社

アイ 
631-0806 

奈良県奈

良市朱雀

五丁目16-

15 

アイ訪問

介護ステ

ーション 

631-0806 

奈良県奈

良市朱雀

五丁目16-

15 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100540 

特定非営

利活動法

人自立生

活センタ

ー・サポ

ート24 

630-8113 

奈良県奈

良市法蓮

町1027-1

若草ハイ

ツ1F 

自立生活

センタ

ー・サポ

ート24 

630-8113 

奈良県奈

良市法蓮

町1027-1

若草ハイ

ツ1F 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100607 
有限会社

あんしん 
631-0012 

奈良県奈

良市中山

町1251番

地の1 

有限会社

あんしん 
631-0012 

奈良県奈

良市中山

町1251番

地の1 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100631 

特定非営

利活動法

人みつわ

会 

630-8451 

奈良県奈

良市北之

庄町658

番地1 

みつわ会

ケアセン

ター 

630-8451 

奈良県奈

良市北之

庄町736-1

（株）奈

良事務機

本館A205

号 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100763 
有限会社

ほのぼの 
630-8344 

奈良県奈

良市東九

条町206-2 

5 

訪問介護

ステーシ

ョンほの

ぼの 

630-8144 

奈良県奈

良市東九

条町125-1 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910100805 

社会福祉

法人青葉

仁会 

630-2152 

奈良県奈

良市杣ノ

川町50-1 

水間ワー

クス 
630-2151 

奈良県奈

良市水間

町3020-3 

生活介護 

就労継続 

支援B型 

令和11年 

9月30日 

2910100946 

社会福祉

法人福寿

会 

631-0811 

奈良県奈

良市秋篠

町1567番

地 

ならやま

園ホーム

ヘルプス

テーショ 

ン 

631-0803 

奈良県奈

良市山陵

町1085番

地 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910101027 
株式会社

サンケア 
631-0041 

奈良県奈

良市学園

大和町一

丁目304

番地 

サンケア 631-0041 

奈良県奈

良市学園

大和町一

丁目1433-

3 

同行援護 
令和11年 

9月30日 

2910101183 

ニコニコ

カンパニ

ー株式会

社 

630-8031 

奈良県奈

良市柏木

町519番

19 

スマイル

メイク 
630-8031 

奈良県奈

良市柏木

町519番

19 

同行援護 
令和11年 

9月30日 
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2910101480 

社会福祉

法人青葉

仁会 

630-2152 

奈良県奈

良市杣ノ

川町50-1 

萌あおは

に 
630-2152 

奈良県奈

良市杣ノ

川町50-1 

施設入所 

支援 

生活介護 

短期入所 

令和11年 

9月30日 

2910102694 

社会福祉

法人きき

ょう会 

630-8451 

奈良県奈

良市北之

庄町116

番4 

陽気園 630-8451 

奈良県奈

良市北之

庄町116

番4 

施設入所 

支援 

生活介護 

短期入所 

令和11年 

9月30日 

（令和 5年12月5日掲示済） 

 

奈良市告示第 530号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 5年12月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 5年11月22日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺、JR奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 5年12月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 531号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第10条第1項の規定により告示する。 

 令和 5年12月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 5年11月29日 

3 移動対象区域 
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 JR奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 5年12月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 532号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 260条の2第1項の認可をしたので、同条第 10項の

規定により次のとおり告示する。 

 令和 5年12月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 名称 

 茗荷町自治会 

2 規約に定める目的 

 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資すること

を目的とする。 

（1）会員相互の親睦に関すること。 

（2）回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡に関すること。 

（3）地域の防火、防災、防犯に関すること。 

（4）道路等の補修、清掃等の区域内の環境整備に関すること。 

（5）集会施設等の維持管理に関すること。 

（6）その他目的を達成するために必要なこと。 

3 区域 

 本会の区域は、奈良市茗荷町の区域とする。 

4 事務所 

本会の主たる事務所は、奈良市茗荷町881番地に置く。 

5 代表者の氏名及び住所 

会長 森岡 孝彦 

奈良市茗荷町 248番地 

6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

いずれもなし 

7 代理人の有無 

なし 

8 規約に定めた解散の事由 

（1）本会は、法第260条の20第 2号から第5号の規定により解散する。 

（2）総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。 
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9 認可年月日 

 令和 5年12月7日 

（令和 5年12月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 533号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 5年12月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 5年5月23日 奈良市指令整開 第22A-42号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和5年12月7日 第1871号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市大宮町四丁目 352番1及び 350番1 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

奈良市大宮町一丁目 6番9-6F号 

森村 好志 

（令和 5年12月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 534号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 5年12月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 5年7月24日 奈良市指令整開 第23A-8号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和5年12月7日 第1872号 

3 開発区域に含まれる地域 

 奈良市南永井町乙 55番1、乙 55番4の一部、乙55番5及び乙 55番6の一部 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 奈良市菅原町 604番地の7 

 城坂 榮市 

 奈良市西九条町三丁目 4番2サニーコート西九条 101号 

 森山 幸信、森山 綾子 

（令和 5年12月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 535号 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第42条第1項第4号の規定による事業計画のある道路を次のとおり指定し

たので建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第40号）第10条の規定により公告します。 

令和 5年12月7日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 

 令和 5年12月7日 

2 指定した道路の名称 
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区画道路 5号線 

3 指定した道路の幅員 

 6.0ｍ 

4 指定した道路の延長 

 42.8ｍ 

5 指定した道路の区域 

奈良市大森西町 166番2から奈良市大森西町 165番4まで 

（令和 5年12月7日掲示済） 

 

奈良市告示第 536号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）第 51条の 17第 1項第

1号に規定する指定特定相談支援事業者を指定したので、同法第 51条の30第2項第1号の規定に基づき告示する。 

令和 5年12月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和5年12月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス

種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2930101023 

一般社団

法人あお

ば会 

636-0346 

奈良県磯

城郡田原

本町矢部

648番地

の4 

あくあ 630-8301 

奈良県奈

良市高畑

町626番

地の3 

計画相談

支援 

令和11年

11月30日 

（令和 5年12月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 537号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定したの

で、同法第 21条の5の25第1号の規定に基づき告示する。 

令和 5年12月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和5年12月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス

種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2950100418 

株式会社

T'Sコーポ

レーショ

ン 

582-0005 

大阪府大

阪市中央

区難波五 

丁目1番

60号な

んばスカ

イオ27

階

WeWork 

Foster 630-8233 

奈良県奈

良市杉ヶ

町32番2 

大谷第5

ビル4階 

児童発達

支援、 

放課後等 

デイサー

ビス 

令和11年

11月30日 

（令和 5年12月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 538号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第 29条第1項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者を指定したので、同法第 51条第1号の規定に基づき告示する。 

令和 5年12月8日 
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奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和5年12月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス

種類 

指定 

有効期限 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2910104195 

クロスイ

ンテクノ

株式会社 

639-0224 

奈良県香

芝市別所

43番地1 

にじげん

奈良 
630-8224 

奈良県奈

良市角振

町28ビル

まあぁろ

～301号

室 

就労継続

支援 B型 

令和11年

11月30日 

2910104203 
合同会社

FAMIGLIA 
631-0845 

奈良県奈

良市宝来

四丁目

29番8

号 

ヴァ ベ

ーネ 
630-8306 

奈良県奈

良市紀寺

町734コ

ーポ吉中

第2 207

号室,208

号室 

居宅介

護、重度

訪問介

護、行動

援助 

令和11年

11月30日 

2910104211 
合同会社

Lixin 
630-8144 

奈良県奈

良市東九

条町17

番1号フ

クダギフ

トビル

102号室 

2nd 630-8144 

奈良県奈

良市東九

条町17番

1号フク

ダギフト

ビル102

号室 

就労継続

支援 B型 

令和11年

11月30日 

2910104229 
株式会社

EAGLE 
630-8044 

奈良県奈

良市六条

西三丁目

20番26-

18号 

訪問介護

事業所ア

ベリア 

630-8044 

奈良県奈

良市六条

西三丁目

20番26-

18号 

居宅介

護、重度

訪問介護 

令和11年

11月30日 

（令和 5年12月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 539号 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者等を廃止した

ので、同法第 21条の5の25第2号の規定に基づき告示する。 

令和 5年12月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和5年12月1日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2950100046 
株式会社ざい

たっく 
639-1053 

奈良県大和

郡山市千日

町51-2千日

住宅18号 

放課後等デ

イサービス

ドルフィン 

630-8451 

奈良県奈良

市北之庄町

41-2 

放課後等デイ

サービス 

（令和 5年12月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 540号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第 123号）第 51条の 14第 1項に
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規定する指定一般相談支援事業者を廃止したので、同法第 51条の30第1項第2号の規定に基づき告示する。 

令和 5年12月8日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止年月日 令和5年4月30日 

事業所番号 
事業者 事業所 サービス 

種類 名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所 

2930100942 

一般社団法人

日本総合就職

支援協会 

630-8126 

奈良県奈良

市三条栄町

4-1 

相談支援事

業所e-

station 

630-8126 

奈良県奈良

市三条栄町

4-1 

地域移行支

援、地域定

着支援 

（令和 5年12月8日掲示済） 

 

奈良市告示第 541号 

 奈良農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44年法律第 58号）第13条

第4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、その案を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

当該農業振興地域整備計画の案について意見がある市民は、令和 6年1月10日までに市に意見書を提出すること

ができる。また、当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地所有者、その他

その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に対して異議があるときは、令和 6年1月25日までに

本市にこれを申し出ることができる。 

 令和 5年12月12日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 農業振興地域整備計画の案の縦覧期間 

令和 4年12月12日から令和6年1月10日まで 

2 農業振興地域整備計画の案の縦覧場所 

奈良市二条大路南一丁目 1番1号 

奈良市 観光経済部 農政課 

（令和 5年12月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 542号 

 奈良市住居表示に関する条例（昭和 42年奈良市条例第21号）第 3条の規定により、次のとおり、住居番号を設定

したので、同条第 4項の規定により告示する。 

 令和 5年12月12日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

住居番号をつけた建造物の表示 

帝塚山四丁目 1番17号 あやめ池北一丁目 10番9号 

学園朝日町 3番11-2号 あやめ池北一丁目 10番3号 

三松ヶ丘 4番3号 三松ヶ丘 9番20号 

西大寺国見町二丁目 15番26号 五条一丁目 12番22号 

青野町二丁目 4番4号 西大寺芝町二丁目 4番16号 

百楽園二丁目 5番5号 大宮町二丁目 5番29号 

帝塚山南三丁目 16番20号 学園南二丁目 7番14-2号 

菅野台 17番17号 あやめ池南六丁目 1番22-室番号 

西登美ヶ丘八丁目 20番10号  

東登美ヶ丘六丁目 12番3号  

疋田町二丁目 1番46号  

六条西三丁目 23番52号  

六条西三丁目 23番51号  

平松一丁目 27番47-2号  
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五条西二丁目 16番22号  

西大寺竜王町一丁目 5番53号  

東登美ヶ丘二丁目 15番9号  

百楽園五丁目 11番1号  

学園南二丁目 14番9号  

（令和 5年12月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 543号 

 なら工藝館について、なら工藝館条例(平成 12年奈良市条例第 32号)第3条の4第2項の規定に基づき、令和 5年

12月12日に臨時休館すること、また、令和 6年1月15日に臨時開館することを承認したので、告示します。 

 令和 5年12月12日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 5年12月12日掲示済） 

 

奈良市告示第 544号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 5年12月13日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 5年12月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 545号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 5年12月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 5年7月25日 奈良市指令整開 第23A-12号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

 開発行為 令和5年12月13日 第1873号 

 公共施設 令和5年12月13日 第941号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市平松四丁目 360番1、360番3、360番21及び360番4の一部 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

奈良市西城戸町 1番地の4 

株式会社 八州エイジェント 代表取締役 河合 浩 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

（1）道路 

奈良市平松四丁目360番1、360番3、360番4、360番21の各一部 

（2）制御盤用地（下水道施設） 

奈良市平松四丁目360番4の一部 

（3）下水道 

整理

番号 
路線名 区 間 

変更 

前後別 

幅員

（ｍ） 

延長

（ｍ） 
備考 

1 西部第567号線 
富雄北三丁目 2517番5地先から 

二名二丁目 2540番3地先まで 

前 1.5～8.3 474.3 
 

後 1.5～8.3 474.3 
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奈良市平松四丁目360番1の一部 

（令和 5年12月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 546号 

奈良市観光案内所規則（平成 21年奈良市規則第60号）第5条ただし書の規定により、次のとおり観光案内所を臨

時に休館変更します。 

令和 5年12月13日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 休館日 

施設名 休館日 

奈良市観光センター 令和6年1月1日～令和6年1月 3日 

（令和 5年12月13日掲示済） 

 

奈良市告示第 547号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第1項の規定により告示する。 

 令和 5年12月14日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 5年12月6日 

3 移動対象区域 

 近鉄学園前駅周辺、JR奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 5年12月14日掲示済） 

 

奈良市告示第 548号 

 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 158 条第 1 項の規定により、次のとおり収納の事務を委託したの

で、同条第 2項の規定により告示する。 

令和 5年12月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 受託者・収納事務 
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受託者 収納事務 

大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目1番25号JTBビル4階 

株式会社JTB 

ふるさと開発事業部長 草刈 徹 

企業版ふるさと納税寄附金 

2 委託の期間 

 令和 5年12月15日から令和6年3月31日まで 

（令和 5年12月15日掲示済） 

 

奈良市告示第 549号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定し

たので、同条第 2項及び奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第 1号）第 22条の 2第 2項の規定により告示する。 

令和 5年12月15日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

指定納付受託者 指定納付受託者に納付させる歳入の種類 

大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目1番25号JTBビル4階 

株式会社JTB 

ふるさと開発事業部長 草刈 徹 

企業版ふるさと納税寄附金 

2 指定期間 

 令和 5年12月15日から令和6年3月31日まで 

（令和 5年12月15日掲示済） 

 

公 営 企 業 

奈良市企業局告示第 64号 

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法（昭和 33年法律第79号）第 9条の規定に基づき次の

とおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 5年 12月 1日から 2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に

供する。 

 令和 5年12月1日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日 

令和 5年12月15日 

下水を排除及び下水を処理すべき区域 
排水施設

の位置 

排水施設の合流式

又は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

西大寺芝町二丁目2553-11 ①  分流 

大和郡山市額田部南町 160 

奈良県浄化センター 

秋篠町186-4 ②  分流 

押熊町485-1の一部 ③  分流 

窪之庄町861他 ④  分流 

神殿町518-1他 ⑤  分流 

鶴舞東町732他 ⑥  分流 

法華寺町1361-6他 ⑦  分流 

南紀寺町五丁目15-1他 ⑧  分流 

位置図省略 

（令和 5年12月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 65号 
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 農業集落排水事業の供用及び汚水の処理を開始するので、奈良市農業集落排水処理施設条例（平成 12 年奈良市条

例第43号）第4条の規定に基づき次のとおり告示する。 

 なお、その関係図書は、令和 5年 12月 1日から 2週間、奈良市企業局事業部下水道事業課において一般の縦覧に

供する。 

 令和 5年12月1日 

    奈良市公営企業管理者 池 田   修  

 農業集落排水の供用及び汚水の処理を開始する年月日 

 令和 5年12月15日 

汚水を排除及び汚水を 

処理すべき区域 
排水施設の位置 

排水施設の合流式 

又は分流式の別 
終末処理場の位置及び名称 

月ヶ瀬石打2413-1 N① 分流 月ヶ瀬石打 1石打地区処理場 

位置図省略 

（令和 5年12月1日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 66号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 4条第 1項の規定により

奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 5年12月11日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

竹川建設 竹川 和英 奈良市水間町 643-1 令和 5年12月7日 

（令和 5年12月11日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 67号 

奈良市企業局建設工事等入札参加の資格等に関する要領を次のように定める。 

 令和 5年12月14日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

奈良市企業局建設工事等入札参加の資格等に関する要領 

（趣旨） 

第1条 この要領は、地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号。以下「令」という。）第 167条の5第1項及び令

第167条の11第2項の規定に基づき、奈良市企業局が発注する建設工事（建設業法（昭和 24年法律第100号）

事第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。）及び建設工事に係る測量、調査、設計等の業務（以下「建設

工等」という。）の委託等に係る入札又は見積りに参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）、審

査その他必要な事項を定めるものとする。 

（入札参加資格） 

第2条 入札参加資格は、次のとおりとする。 

(1) 令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

(2) 奈良市税、所得税又は法人税、奈良市国民健康保険料並びに奈良市の水道料金及び下水道使用料の滞納がない

こと。 

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。 

① 健康保険法（大正11年法律第 70号）第3条第3項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第 48条

の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの 

② 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第6条第1項に規定する適用事業所の事業主であって、同法第

27条の規定による被保険者の資格の取得に関する届出を行っていないもの 

③ 雇用保険法（昭和49年法律第 116号）第5条第1項に規定する適用事業を行う事業主であって、同法第7

条の規定による被保険者となったことの届出を行っていないもの 

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。 
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① 暴力団（奈良市暴力団排除条例（平成 24年奈良市条例第 24号。以下この号において「条例」という。）第

2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（条例第 2条第4号に規定する暴力団員等

をいう。以下同じ。） 

② 役員等が、暴力団員等であると認められる法人等 

③ 暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与している法人等 

④ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員等を利用している法人等 

⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の

財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、

又は関与している法人等 

⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等 

⑦ 役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している

法人等 

(5) 経営状態が著しく不健全であると認められないこと。 

(6) 次の表の左欄に掲げる建設工事等の種類に応じ、当該右欄に掲げる者であること。 

建設工事 

次のいずれにも該当する者 

1 建設業法第3条第1項の許可を受けていること。 

2 建設業法第27条の23の審査を受けていること。 

建設コンサルタント 

業務 

建設コンサルタント登録規程（昭和 52年建設省告示第717号）第 2条の登録を受

けており、かつ、当該業務の営業実績を有する者 

地質調査業務 
地質調査業者登録規程（昭和 52年建設省告示第718号）第2条の登録を受けてお

り、かつ、当該業務の営業実績を有する者 

補償コンサルタント業

務 

補償コンサルタント登録規程（昭和 59年建設省告示第1341号）第2条の登録を受

けており、かつ、当該業務の営業実績を有する者 

測量業務 測量法（昭和 24年法律第188号）第55条の登録を受けている者 

建築設計業務 

次のいずれかに該当する者 

1 建築士法（昭和25年法律第 202号）の規定に基づき一級建築士事務所について 

の登録を受けている者 

2 建築士法施行規則（昭和25年建設省令第38号）の規定に基づき建築設備士に 

ついての登録を受けている者（以下「登録建築設備士」という。）及び登録建築 

設備士を有する者 

3 建築設備の設計業務の営業実績を有する者 

その他 奈良市公営企業管理者が別に定める者 

（申請の期間） 

第3条 入札参加資格審査の申請の期間は、次のとおりとする。 

 (1) 定期申請 

① 市内業者（建設業法第3条第1項の本店を市内に有する者をいう。）及び準市内業者（同項の支店を市内に

有する者をいう。） 令和の偶数年の奈良市公営企業管理者が別に定める期間 

② 市外業者（前号に掲げる者以外の者をいう。） 令和の奇数年の奈良市公営企業管理者が別に定める期間 

 (2) 追加申請 定期申請の期間の属する年度の翌年度の奈良市公営企業管理者が別に定める期間 

2 奈良市公営企業管理者は、前項の申請期間を定めたときは、その旨を告示するものとする。 

（入札参加資格審査の申請） 

第4条 入札参加資格の審査を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、入札参加資格審査申請書に別に定 

める書類を添えて奈良市公営企業管理者に申請しなければならない。 

2 前条第1項第2号の追加申請をすることができる者は、新たに入札参加資格を受けようとする者及び入札参加資 
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格を有する者（以下「入札参加資格者」という。）であって現に入札参加資格を有する建設工事等以外の建設工事又

は業務の追加をしようとする者に限る。 

3 奈良市公営企業管理者は、第 1項の規定による申請があった場合においては、その内容を審査し、第 2条各号に

掲げる入札参加資格を有していると認めたときは、当該申請者を入札参加資格者とするものとする。 

4 奈良市公営企業管理者は、入札参加資格審査の結果を、申請者に通知するものとする。 

5 前条第1項第1号の定期申請をした者は定期申請の期間の属する年度の翌年度の 4月1日から 2年間、同項第2

号の追加申請をした者は入札参加資格者となった日から直前の定期申請をした者の有効期間の末日までの期間、

入札参加資格を有する。ただし、奈良市公営企業管理者が特に必要と認める場合には、入札参加資格の有効期間

を変更することができる。 

 （変更届） 

第5条 入札参加資格審査者は、入札参加資格審査申請書又はその添付書類の記載事項に変更があったときは、直

ちにその旨を書面により奈良市公営企業管理者に届け出なければならない。 

（資格の取消し） 

第6条 奈良市公営企業管理者は、入札参加資格者が第 2条の規定に該当しなくなったとき、又は不正の手段によ

り入札参加資格を受けたと認められるときは、入札参加資格を取り消すものとする。 

（雑則） 

第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要領は、令和 5年12月14日から施行する。 

（令和 5年12月14日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 68号 

 奈良市企業局建設工事等入札参加の資格等に関する要領（令和 5年奈良市企業局告示第 67号）第 3条第 2項の規

定により、入札参加資格審査の申請の期間を定めたので、次のとおり告示する。 

 令和 5年12月14日 

奈良市公営企業管理者 池 田   修  

1 定期申請及び追加申請の期間 

 令和 6年1月4日から同月26日まで 

2 競争入札参加資格の有効期間 

（1）定期申請 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで 

（2）追加申請 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 

（令和 5年12月14日掲示済） 

 

消 防 

奈良市消防局告示第 2号 

 奈良市火災予防条例（昭和 37年奈良市条例第 12号）第 54条の 2第 1項の規定に基づく指定催しの指定をしたの

で、同条第 3項の規定に基づき公示します。 

 令和 5年12月4日 

奈良市消防局長 北   昌 男  

催しの開催場所 奈良公園周辺 

催しの名称 春日若宮おん祭お渡り式 

催しの開催期間 令和5年12月17日 

（令和 5年12月4日掲示済） 

 

教 育 委 員 会 

奈良市教育委員会告示第 19号 
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令和 5年12月臨時教育委員会を次のとおり開催しますので、奈良市教育委員会会議規則（昭和 57年奈良市教育委 

員会規則第 12号）第3条第2項の規定により告示します。 

令和 5年12月13日 

奈良市教育委員会      

教育長 北 谷 雅 人  

1 日 時 

令和 5年12月14日（木） 午前 10時から 

2 場 所 

 奈良市役所北棟 3階 教育委員会室 

3 会議に付すべき事案 

その他報告事項 

その他報告事項（1）奈良市立小学校におけるいじめ事象について【非公開予定】 

 傍聴受付は、開催日の午前 9時から午前 9時 50分まで、教育政策課にて行いますが、当日、非公開となった案件

は傍聴できません。定員は5名で、定員になり次第締切させていただきます。 

（令和 5年12月13日掲示済） 

 

奈良市教育委員会告示第 20号 

令和 5年12月定例教育委員会を次のとおり開催しますので、奈良市教育委員会会議規則（昭和 57年奈良市教育委 

員会規則第 12号）第3条第2項の規定により告示します。 

令和 5年12月15日 

                            奈良市教育委員会      

                             教育長 北 谷 雅 人  

1 日 時 

令和 5年12月21日（木） 午前 10時から 

2 場 所 

奈良市役所 中央棟地下1階 B1会議室 

3 会議に付すべき事案 

教育長報告 

 教育長報告（1）令和6年（令和 5年度）奈良市二十歳を祝う会について 

議事 

議案第31号 奈良市立小・中学校通学区域検討委員会委員の委嘱又は任命について 

議案第32号 奈良市教育委員会の所管に係る奈良市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則 

の制定について 

 傍聴受付は、開催日の午前 9時から午前 9時 50分まで、教育政策課にて行います。定員は 5名で、定員になり次

第締切させていただきます。 

（令和 5年12月15日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 29号 

令和 5年 12月 1日現在における地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 74条第 1項及び第 75条第 1項並びに市

町村の合併の特例に関する法律（平成 16年法律第59号）第4条第1項及び第5条第1項に規定する選挙権を有する

者の総数の 50分の 1の数並びに市町村の合併の特例に関する法律第 4条第 11項及び第 5条第 15項に規定する選挙

権を有する者の総数の 6分の1の数並びに地方自治法第 76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第

1項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 8条第 1項に規定する選挙権を

有する者の総数の 3分の1の数は、次のとおりです。 

令和 5年12月1日 

奈良市選挙管理委員会    
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委員長 植 田   茂  

50分の1の数 5,972人 

6分の1の数 49,761人 

3分の1の数 99,522人 

（令和 5年12月1日掲示済） 


